
 
 

           

学
校
法
人
日
本
聾
話
学
校
寄
附
行
為 

      
東
京
都
町
田
市
野
津
田
町
並
木
一
九
四
二 

 
 

日 

本 

聾 

話 

学 

校 

理
事
長 

上
原 

行
義 

 
 

 
 



昭
和
二
十
六
年
三
月
十
三
日 

 

学
校
法
人
認
可 

昭
和
二
十
六
年
九
月
二
十
七
日 

一
部
改
正
認
可 

昭
和
三
十
四
年
五
月
十
五
日 

 

一
部
改
正
認
可 

昭
和
四
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

一
部
改
正
認
可 

昭
和
五
十
二
年
三
月
十
一
日 

 

一
部
改
正
認
可 

平
成
五
年
五
月
二
十
四
日 

 
 

一
部
改
正
認
可 

平
成
十
七
年
九
月
六
日 

 
 
 

一
部
改
正
認
可 

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日 

 
 

一
部
改
正
認
可 

平
成
二
十
年
十
一
月
十
二
日 

 

一
部
改
正
認
可 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日 

 
一
部
改
正
認
可 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日 

 
一
部
改
正
認
可 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日 

一
部
改
正
認
可 

令
和
二
年
三
月
十
二
日 

 
 
 

一
部
改
正
認
可 

  
 

学
校
法
人 

 

日
本
聾
話
学
校 

 
 

寄
附
行
為 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
章 

総 
 

則 
 

（
名 

 

称
） 

第
一
条 

 
 

 
 

こ
の
法
人
は
、
学
校
法
人
日
本
聾
話
学
校
と
称
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
事
務
所
の
所
在
地
） 

第
二
条 

 
 

 
 

こ
の
法
人
は
、
事
務
所
を
東
京
都
町
田
市
野
津
田
町
並
木
一
九
四
二
番
地
に
お
く
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
章 

目
的
及
び
事
業 

 



（
目 

 

的
） 

第
三
条 

 
 

 
 

こ
の
法
人
は
、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
基
づ
き
、
聴
覚
障
が
い
児
の
た
め
の
聴
覚
主
導
の
人

間
教
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
設
置
す
る
学
校
及
び
施
設
） 

第
四
条 

 
 

 
 

こ
の
法
人
は
、
前
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
に
掲
げ
る
学
校
及
び
施
設
を
設
置
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

 
 

一 

日
本
聾
話
学
校
（
特
別
支
援
学
校
） 

 
 
 
 
 
 

 
 

二 
ラ
イ
シ
ャ
ワ
・
ク
レ
ー
マ
学
園
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
章 

役
員
及
び
理
事
会 

 

（
役 

 

員
） 

第
五
条 

 
 

１ 

こ
の
法
人
に
は
、
次
の
役
員
を
お
く
。 

 
 
 
 
 
 

 
 

一 

理
事 

 

十
五
名 

 
 
 
 
 
 

 
 

二 

監
事 

 
 

二
名 

 
 
 
 
 
 

２ 

理
事
の
う
ち
、
一
名
を
理
事
長
と
し
、
理
事
総
数
の
過
半
数
の
議
決
に
よ
り
選
任
す
る
。
理
事
長
の
職
を
解
任
す
る
と
き
も
同
様
と
す

る
。 

 

 

（
理 

事 

会
） 

第
六
条 

 
 

１ 

こ
の
法
人
に
理
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
理
事
会
を
置
く
。 

２ 

理
事
会
は
、
学
校
法
人
の
業
務
を
決
し
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
督
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

理
事
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

４ 

理
事
会
に
議
長
を
お
き
、
理
事
長
を
も
っ
て
あ
て
る
。 

 
 
 
 
 
 

５ 

理
事
長
は
、
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
か
ら
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
理
事
会
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

６ 

理
事
会
を
招
集
す
る
に
は
、
各
理
事
に
対
し
て
、
会
議
開
催
の
場
所
及
び
日
時
並
び
に
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知 

 
 
 
 
 
 
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 
 
 
 
 

７ 

前
項
の
通
知
は
、
会
議
の
七
日
前
ま
で
に
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 
 
 

８ 

理
事
会
は
、
理
事
総
数
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
そ
の
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
議
事
に
つ
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

書
面
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
意
志
を
示
し
た
者
は
出
席
者
と
み
な
す
。
ま
た
、
第
12
項
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た
め
過
半
数
に
達
し 

 
 
 
 
 
 
 
 

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

９ 

理
事
会
の
議
事
は
、
法
令
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
及
び
こ
の
寄
附
行
為
に
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
出
席
し
た
理
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 
 
 
 
 

10 
 

理
事
長
が
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
招
集
を
し
な
い
場
合
に
は
、
招
集
を
請
求
し
た
理
事
全
員
が
連
名
で
理
事
会
を
招
集
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
理
事
会
の
議
長
は
、
出
席
理
事
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

11 

第
十
五
条
第
２
項
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
理
事
会
を
招
集
し
た
場
合
に
お
け
る
理
事
会
の
議
長
は
、
出
席
理
事
の
互
選
に
よ
っ 

 
 

て
定
め
る
。 

 

 
 
 
 
 
 

12 

理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
理
事
長
の
職
務
） 

第
七
条 

 
 
 
 

理
事
長
は
、
こ
の
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
。 

 

（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
） 

第
八
条 

 
 
 
 

理
事
長
以
外
の
理
事
は
、
こ
の
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
こ
の
法
人
を
代
表
し
な
い
。 

 

（
理
事
長
の
職
務
の
代
理
又
は
代
行
） 

第
九
条 

理
事
長
に
事
故
あ
る
と
き
、
又
は
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
次
に
定
め
る
理
事
の
順
で
理
事
長
の
職
務
を
代
行
し
、
又
は
理
事
長
の

職
務
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

理
事
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
他
の
理
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

第
十
条
第
１
項
第
一
号
に
掲
げ
る
理
事 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
理
事
の
選
任
） 

第
十
条 
 
 

１ 

理
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

日
本
聾
話
学
校
の
校
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

評
議
員
の
内
か
ら
そ
の
選
任
し
た
者 

七
名 



 
 
 
 
 
 
 
 

三 

本
法
人
に
縁
故
あ
る
学
識
経
験
者
又
は
功
労
者
の
中
か
ら
前
二
号
に
規
定
す
る
理
事
の
過
半
数
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者 

七
名 

 
 
 
 
 
 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
理
事
は
、
校
長
及
び
評
議
員
の
職
を
退
い
た
と
き
は
、
理
事
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 
 
 

３ 

理
事
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
の
決
定
の
委
任
） 

第
十
一
条 

 
 
 

法
令
及
び
こ
の
寄
附
行
為
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
に
付
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
そ
の
他
こ
の
法
人
の
業
務
に
関
す
る
重
要

事
項
以
外
の
決
定
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
に
お
い
て
指
名
し
た
理
事
に
委
任 

 
 
 
 
 
 
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
事
録
） 

第
十
二
条 

 

１ 

議
長
は
、
理
事
会
の
開
催
の
場
所
及
び
日
時
並
び
に
議
決
事
項
及
び
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

議
事
録
に
は
、
議
長
及
び
出
席
理
事
の
う
ち
か
ら
互
選
さ
れ
た
理
事
二
名
以
上
が
署
名
押
印
し
、
常
に
こ
れ
を
事
務
所
に
備
え
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

利
益
相
反
取
引
に
関
す
る
承
認
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
理
事
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
を
議
事
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

 

（
顧 

 

問
） 

第
十
三
条 

 

１ 

本
法
人
に
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

顧
問
は
、
本
法
人
に
功
労
が
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
理
事
会
が
委
嘱
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

顧
問
は
、
本
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
理
事
長
の
諮
問
に
答
え
る
。 

 
 
 
 
 
 

４ 

顧
問
は
、
理
事
会
並
び
に
評
議
員
会
に
随
時
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
監
事
の
選
任
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
十
四
条 

 

１ 

監
事
は
、
理
事
お
よ
び
こ
の
法
人
の
職
員
（
校
長
、
教
員
そ
の
他
職
員
も
含
む
）
又
は
評
議
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
理
事
会
に
お
い
て

選
出
し
た
候
補
者
の
う
ち
か
ら
、
評
議
員
会
の
同
意
を
得
て
、
理
事
長
が
選
任
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

前
項
の
選
任
に
当
た
っ
て
は
、
監
事
の
独
立
性
を
確
保
し
、
か
つ
、
利
益
相
反
を
適
切
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
任
す
る
も

の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

監
事
に
は
、
そ
の
選
任
の
際
現
に
こ
の
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
な
い
も
の
を
一
人
以
上
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
最
初
の



選
任
の
際
現
に
こ
の
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
再
任
の
際
現
に
こ
の
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
な
い
者
と
み
な

す
。 

 

（
監
事
の
職
務
） 

第
十
五
条 

 
１ 

監
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。 

 
 
 
 

 
 
 
 

一 

こ
の
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

こ
の
法
人
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 
こ
の
法
人
の
理
事
の
業
務
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 
こ
の
法
人
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
又
は
理
事
の
業
務
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
会
計
年
度
、
監
査
報
告
書
を
作
成
し
、

当
該
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
提
出
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

五 

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
結
果
、
こ
の
法
人
の
業
務
若
し
く
は
財
産
又
は
理
事
の
業
務
執
行
に
関
し
不
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
行
為
又
は
法
令
も
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
東
京
都
知
事
に
報 

告
し
、
又
は
理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
報
告
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

六 

前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
長
に
対
し
て
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

七 

こ
の
法
人
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
又
は
理
事
の
業
務
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 

２ 

前
項
第
六
号
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
の
日
を
理
事
会
又
は
評
議
員
会
の
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

と
す
る
理
事
会
又
は
評
議
員
会
の
招
集
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
を
し
た
監
事
は
、
理
事
会
又
は
評
議
員
会
を

招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

監
事
は
、
理
事
が
こ
の
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
そ
の
他
法
令
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行

為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
法
人
に
著
し
い
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

理
事
に
対
し
、
当
該
行
為
を
や
め
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
役
員
の
任
期
） 

第
十
六
条 

 

１ 

役
員
（
第
十
条
第
１
項
第
一
号
に
規
定
す
る
理
事
を
除
く
。
こ
の
条
文
中
以
下
同
じ
。）
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
欠
員 

 
 
 
 
 
 
 
 

が
生
じ
た
場
合
の
補
欠
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

役
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
後
で
も
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務
（
理
事
長
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
職
務
を
含
む
）

を
行
う
。 



 
（
役
員
の
補
充
） 

第
十
七
条 

 
 
 

理
事
又
は
監
事
の
う
ち
、
そ
の
定
数
の
五
分
の
一
を
こ
え
る
も
の
が
欠
け
た
と
き
は
、
一
月
以
内
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
役
員
の
解
任
及
び
退
任
） 

第
十
八
条 

 
１ 
役
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
理
事
総
数
の
四
分
の
三
以
上
出
席
し
た
理
事
会
に
お
い
て
、
理
事
総 

 
 
 
 
 
 
 
 

数
の
四
分
の
三
以
上
の
議
決
及
び
評
議
員
会
の
議
決
に
よ
り
、
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 
法
令
の
規
定
又
は
こ
の
寄
附
行
為
に
著
し
く
違
反
し
た
と
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 

職
務
上
の
義
務
に
著
し
く
違
反
し
た
と
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 

役
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
重
大
な
非
行
が
あ
っ
た
と
き 

 
 
 
 
 
 

２ 

役
員
は
、
次
の
事
由
に
よ
っ
て
退
任
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

任
期
の
満
了 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

辞
任 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 

死
亡 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 

私
立
学
校
法
第
三
十
八
条
第
８
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き 

 

（
役
員
の
報
酬
） 

第
十
九
条 

 
 
 

役
員
は
無
報
酬
と
す
る
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
四
章 

評
議
員
会
及
び
評
議
員 

 

（
評
議
員
会
） 

第
二
十
条 
 

１ 

評
議
員
会
は
、
三
十
一
名
の
評
議
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

評
議
員
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

評
議
員
会
に
議
長
を
お
き
会
議
の
つ
ど
評
議
員
の
互
選
で
定
め
る
。 

 
 
 
 
 
 

４ 

理
事
長
は
、
評
議
員
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
評
議
員
か
ら
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
評
議
員
会
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場 



 
 
 
 
 
 
 
 

合
に
は
、
そ
の
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

５ 

評
議
員
会
を
招
集
す
る
に
は
、
各
評
議
員
に
対
し
て
、
会
議
開
催
の
場
所
及
び
日
時
並
び
に
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
、
書
面
に
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 

り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

６ 

前
項
の
通
知
は
、
会
議
の
七
日
前
ま
で
に
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

７ 

評
議
員
会
は
、
評
議
員
総
数
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
会
議
を
開
き
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
議 

 
 
 
 
 
 
 
 

事
に
つ
き
書
面
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
意
志
を
表
示
し
た
者
は
出
席
者
と
み
な
す
。
ま
た
、
第
10
項
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た
め
過

半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

８ 

評
議
員
会
の
議
事
は
、
法
令
及
び
こ
の
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
出
席
し
た
評
議
員
の
過
半
数
で
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 
 
 
 
 

９ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
議
長
は
、
評
議
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

10 

評
議
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

 

（
諮
問
事
項
） 

第
二
十
一
条 

 
 

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
評
議
員
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

予
算
及
び
事
業
計
画 

二 

借
入
金
及
び
基
本
財
産
の
処
分
並
び
に
積
立
金
の
処
分 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 

予
算
外
の
新
た
な
義
務
の
負
担
又
は
権
利
の
放
棄 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 

寄
附
行
為
の
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 

五 

合 

併 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

六 

目
的
た
る
事
業
の
成
功
の
不
能
に
因
る
解
散 

 
 
 
 
 
 
 
 

七 

収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
重
要
事
項 

 
 
 
 
 
 
 
 

八 

解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
残
余
財
産
の
帰
属
者
の
選
定 

 
 
 
 
 
 
 
 

九 

寄
付
金
品
募
集
に
関
す
る
事
項 

 
 
 
 
 
 
 
 

十 

そ
の
他
こ
の
法
人
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
で
理
事
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
事
項 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
評
議
員
の
選
任
） 

第
二
十
二
条 

１ 

評
議
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

日
本
聾
話
学
校
の
校
長 



 
 
 
 
 
 
 
 

二 

こ
の
法
人
の
職
員
の
う
ち
か
ら
理
事
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者 

四
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 

こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
も
の
で
年
齢
二
十
五
年
以
上
の
も
の
の
う
ち
か
ら
理
事
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 

評
議
員
会
か
ら
選
任
さ
れ
た
理
事
以
外
の
理
事 

五
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

五 

キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
理
事
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者 

十
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

六 

こ
の
法
人
に
関
係
の
あ
る
学
識
経
験
者
及
び
功
労
者
で
前
各
号
に
規
定
す
る
評
議
員
の
過
半
数
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者 

八
名 

 
 
 
 
 
 

２ 
前
項
第
一
号
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
評
議
員
は
、
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
校
長
、
職
員
及
び
理
事
の
職
を
退
い
た 

 
 
 
 
 
 
 
 

と
き
は
、
評
議
員
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
評
議
員
の
任
期
） 

第
二
十
三
条 

１ 

評
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
補
欠
評
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

評
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

評
議
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
後
で
も
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。 

 

（
評
議
員
の
解
任
及
び
退
任
） 

第
二
十
四
条 

１ 

評
議
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
評
議
員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
り
、
こ
れ
を
解
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

評
議
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
重
大
な
非
行
が
あ
っ
た
と
き 

 
 
 
 
 
 

２ 

評
議
員
は
、
次
の
事
由
に
よ
っ
て
退
任
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

任
期
の
満
了 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

辞
任 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 

死
亡 

 
 

 

（
議
事
録
） 

第
二
十
五
条 

 
 

第
十
二
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
評
議
員
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
２
項
中
「
理 

事
」
と
あ
る
の
は
、「
評
議
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 



 
 

第
五
章 

資
産
及
び
会
計 

 

（
資 

 
 

産
） 

第
二
十
六
条 

 
 

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

財
産
目
録
記
載
の
財
産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

授
業
料
、
入
学
金
及
び
入
学
考
査
料 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 

資
産
か
ら
生
ず
る
果
実 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 
収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
か
ら
生
ず
る
収
入 

 
 
 
 
 
 
 
 

五 
寄
付
金
品 

 
 
 
 
 
 
 
 

六 

そ
の
他
の
収
入 

 

（
資
産
の
区
分
） 

第
二
十
七
条 

１ 

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
こ
れ
を
分
け
て
基
本
財
産
、
運
用
財
産
及
び
収
益
事
業
用
財
産
に
区
分
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

基
本
財
産
、
運
用
財
産
及
び
収
益
事
業
用
財
産
は
、
私
立
学
校
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
従
い
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

財
産
目
録
中
基
本
財
産
の
部
に
記
載
す
る
財
産
及
び
将
来
基
本
財
産
に
編
入
さ
れ
た
財
産
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

運
用
財
産
は
、
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
従
い
、
財
産
目
録
中
運
用
財
産
に
編
入
さ
れ
た
財
産
そ
の
他 

 
 
 
 
 
 
 
 

基
本
財
産
以
外
の
財
産
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

４ 

寄
付
金
品
に
つ
い
て
は
、
寄
付
者
の
指
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
に
従
っ
て
基
本
財
産
又
は
運
用
財
産
に
編
入
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
基
本
財
産
等
の
処
分
の
制
限
） 

第
二
十
八
条 

 
 

基
本
財
産
並
び
に
運
用
財
産
中
の
不
動
産
及
び
積
立
金
は
こ
れ
を
消
費
し
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
法
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
事
業
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
、
そ
の
一
部

に
限
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
積
立
金
の
保
管
） 

第
二
十
九
条 

 
 

基
本
財
産
及
び
運
用
財
産
中
の
積
立
金
は
、
確
実
な
有
価
証
券
を
購
入
す
る
か
、
確
実
な
信
託
銀
行
に
信
託
す
る
か
、
又
は
定
額
郵
便 

 

貯
金
も
し
く
は
確
実
な
銀
行
に
定
期
預
金
と
し
て
理
事
長
が
保
管
す
る
。 

 



（
経
費
の
支
弁
） 

第
三
十
条 

 
 
 

こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
経
営
に
要
す
る
費
用
は
、
運
用
財
産
中
の
不
動
産
及
び
積
立
金
か
ら
生
ず
る
果
実
、
授
業
料
、
入
学
金 

 
 
 
 
 
 
 
 

及
び
入
学
考
査
料
そ
の
他
の
運
用
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
会 

 
 

計
） 

第
三
十
一
条 

 
 

こ
の
法
人
の
会
計
は
、
学
校
の
経
営
に
関
す
る
学
校
会
計
と
収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
会
計
と
に
分
け
る
。 

 

（
予
算
及
び
事
業
計
画
） 

第
三
十
二
条 

 
 

こ
の
法
人
の
予
算
及
び
事
業
計
画
は
、
毎
会
計
年
度
開
始
前
に
、
理
事
長
が
編
成
し
、
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二

以
上
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
決
算
及
び
実
績
の
報
告
） 

第
三
十
三
条 

１ 

決
算
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
作
成
し
、
監
事
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

理
事
長
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
、
決
算
及
び
事
業
の
実
績
を
評
議
員
会
に
報
告
し
、
そ
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

学
校
会
計
の
決
算
上
剰
余
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
基
本
財
産
も
し
く
は
運
用
財
産
中
の
積
立
金
に
編
入
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

次
会
計
年
度
に
繰
り
越
す
も
の
と
す
る
。 

 

（
予
算
外
の
新
た
な
義
務
の
負
担
又
は
権
利
の
放
棄
） 

第
三
十
四
条 

 
 

予
算
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
新
た
に
義
務
の
負
担
を
し
、
又
は
権
利
の
放
棄
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
席
し
た
理

事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
借
入
金
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

 

（
財
産
目
録
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
） 

第
三
十
五
条 

１ 

こ
の
法
人
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
、
事
業
報
告
書
及
び
役
員
等
名
簿
（
理
事
、

監
事
及
び
評
議
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
名
簿
を
い
う
。）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

こ
の
法
人
は
、
前
項
の
書
類
、
監
査
報
告
書
及
び
寄
附
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
財
産
目
録
等
」
と
い
う
。）
を
各
事
務
所
に

備
え
て
置
き
、
請
求
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
名
簿
及
び
寄
附
行
為
以
外
の
財
産
目
録
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
私
立

学
校
に
在
学
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。）
に
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ



れ
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
人
は
、
役
員
等
名
簿
に
つ
い
て
同
項
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
役
員
等
名
簿
に
記
載
さ
れ

た
事
項
中
、
個
人
の
住
所
に
係
る
記
載
の
部
分
を
除
外
し
て
、
同
項
の
閲
覧
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
六
章 

収
益
を
目
的
と
す
る
事
業 

 

（
収
益
事
業
） 

第
三
十
六
条 

 
 

第
三
条
の
目
的
達
成
に
寄
与
す
る
た
め
、
私
立
学
校
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
寄
附
行
為
を
変
更
す 

る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
経
費
の
支
弁
） 

第
三
十
七
条 

 
 

収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
経
費
は
、
収
益
事
業
用
財
産
よ
り
生
ず
る
果
実
、
収
益
事
業
の
収
入
、
寄
付
金
そ
の
他
を
も
っ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

支
弁
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
利
益
金
の
処
分
） 

第
三
十
八
条 

 
 

毎
会
計
年
度
に
お
い
て
事
業
会
計
の
決
算
上
利
益
金
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
必
要
な
金
額
を
事
業
資
金
と
し
て
保
留
し
、
残 

 
 
 
 
 
 
 
 

金
は
学
校
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
章 

ラ
イ
シ
ャ
ワ
・
ク
レ
ー
マ
学
園
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
） 

 

（
事
業
の
内
容
） 

第
三
十
九
条 
 
 

学
齢
未
満
の
難
聴
幼
児
に
基
礎
的
教
育
を
施
す
。 

 

（
経
費
の
支
弁
） 

第
四
十
条 

 
 
 

ラ
イ
シ
ャ
ワ
・
ク
レ
ー
マ
学
園
の
経
営
に
要
す
る
経
費
は
、
児
童
福
祉
法
に
よ
る
通
所
利
用
者
負
担
額
と
障
害
児
通
所
給
付
費
を
充
て 

る
。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
章 

解 
 

散 
 

（
解 

 
散
） 

第
四
十
一
条 

１ 

こ
の
法
人
は
、
私
立
学
校
法
第
五
十
条
第
１
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
ほ
か
、
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
議
決
及
び
評
議
員
会
の
議
決
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

２ 
前
項
の
事
由
に
よ
る
解
散
は
、
東
京
都
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

 
 

 
 
 
 

３ 
目
的
た
る
事
業
の
成
功
不
能
に
よ
る
解
散
は
、
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

４ 

前
項
の
事
由
に
よ
る
解
散
は
、
東
京
都
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

 

（
残
余
財
産
の
帰
属
者
） 

第
四
十
二
条 

 
 

解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
残
余
財
産
は
、
他
の
学
校
法
人
そ
の
他
教
育
の
事
業
を
行
う
者
の
う
ち
か
ら
、
解
散
の
と
き
に
お
け
る
理
事

会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
も
の
に
帰
属
す
る
。 

 

（
合 

 
 

併
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
四
十
三
条 

 
 

こ
の
法
人
が
合
併
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
、
東
京
都
知
事
の
認
可
を 

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
九
章 

寄
附
行
為
の
変
更 

 

（
寄
附
行
為
の
変
更
） 

第
四
十
四
条 

１ 

こ
の
寄
附
行
為
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
、
東
京
都
知
事 

 
 
 
 
 
 

 
 

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

２ 

私
立
学
校
法
施
行
規
則
に
定
め
る
届
出
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
、
東
京
都
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
章 

公
告
の
方
法
そ
の
他 

 

（
公
告
の
方
法
） 

第
四
十
五
条 

 
 

こ
の
法
人
の
公
告
は
、
日
本
聾
話
学
校
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
。 

 

（
施
行
細
則
） 

第
四
十
六
条 

 
 

こ
の
寄
附
行
為
そ
の
施
行
に
つ
い
て
の
細
則
は
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

 

（
設
立
の
際
の
理
事
） 

第
四
十
七
条 

 
 

こ
の
学
校
法
人
設
立
の
際
の
理
事
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

小
崎
道
雄 

 
 

大
嶋
功 

 
 

Ｌ
・
Ｆ
・
ク
レ
ー
マ 

 

Ｐ
・
Ｓ
・
メ
ー
ヤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｆ
・
Ｍ
・
オ
ル
ト
マ
ン 

 
 

真
鍋 

頼
一 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附 
 
 

則 
 

一 

こ
の
寄
附
行
為
は
、
東
京
都
知
事
認
可
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 


